
事業者のデジタル化セミナー

無料・要予約

問合せ先：札幌国税局 企画課 企画第１係
電話番号：011-231-5011（内線2520）

令和７年４月 1 8日 (金 ) 1 4： 0 0‐ 1 5： 1 5

次のURL又は二次元コードからお申込みください

オンライン開催（ＺＯＯＭ）

第１部 電子帳簿等保存制度の説明・・・・・・・・・14：00-

第２部 インボイス制度の説明・・・・・・・・・・・14：10-

第３部 各種デジタル施策のご紹介・・・・・・・・・14：20-
 キャッシュレス納付
 デジタルインボイス
 中小企業のＤＸ支援事業
 北海道の支援施策

第４部 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・15：00-
※ ご質問の状況等により変更の可能性があります

中小企業・小規模事業者の方を対象に、電子帳簿等保存制度やインボイス制度など「デジタル」
をテーマとしたセミナーをオンライン開催します。ご質問もお受けすることとしておりますので、
制度の概要が知りたいという方や、上記吹き出しのような疑問点がある方、日々の業務でのお困り
ごとがある方など、奮ってご参加をお待ちしています。

≪https://www.harp.lg.jp/I8KXiOcX≫

申込期限：令和７年４月11日(金)

中小企業・小規模事業者向け

国税局・経産局・道が「デジタル」をテーマ
とした制度の説明と、質問にもお答えします

お申込みされた方に個別にご案内します

札幌国税局・北海道経済産業局・北海道

開 催 日 時

申 込 方 法

プログラム

質 問 方 法

 電子帳簿保存法って、何をデータで保存しなければならないの？
 優良な電子帳簿に当てはまると何か良いことがあると聞いたけど、
どんなメリットがあるのかな。

 インボイスってなんだろう？
 必ず登録しないといけないの？登録しないとどうなるんだろう…
 会計ソフトを導入した方が良いかな、補助があると聞いたけど…

 そもそもデジタル化と、最近よく聞くDXって何が違うんだろう？


